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社協すぎなみ社協すぎなみ
また、杉並区社会福祉協議会ホームページでもご覧になれます。
広報紙「すぎなみ社協」は5月、７月、9月、12月、３月の1日発行です。

杉並社協 検　索

〒167-0032 杉並区天沼３-19-16 ウェルファーム杉並2階・4階 ｅ-mail fukushi@sugisyakyo.com☎03（5347）1010（代）

主な記事

「社会福祉協議会」は、社会
福祉法に基づき、全国の都道
府県・区市町村に設置された
社会福祉法人です。会員制度
に支えられた民間の福祉団体
で、地域の福祉課題に取り組
んでいます。

この払込取扱票をミシン目
で切り取って、ゆうちょ銀
行または郵便局でご納入く
ださい。（振込手数料はか
かりません）

手で切り取れます

音声コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

音声コード
専用の読み上げ装置で
読み取ってください。

2面	●	各事業紹介
	 	 	ボランティア活動、

地域福祉活動の推進
	 	 	このまちに安心して

住み続けるために

杉並社協は、区民の皆さまの「地域を支えたい」というあたたかい気持ちを
つなぎ、地域のきずなを深めた「共助のまちづくり」を目指しています。
杉並社協は、区民の皆さまの「地域を支えたい」というあたたかい気持ちを
つなぎ、地域のきずなを深めた「共助のまちづくり」を目指しています。

　賛助会員とは、杉並区社会福祉協議会（以下、社協）の理念や事業に賛同し、財政面から支えていただく社
協のサポーターです。「地域のために何かをしたい」「活動する時間はあまりないけれど、力になりたい」とい
う皆さまのあたたかい心をお寄せください。会費は「福祉なんでも相談」をはじめ、地域行事での福祉啓発や
広報事業などの自主事業に使わせていただくほか、災害時の支援活動にも使わせていただいています。

杉並区社会福祉協議会　賛助会員を募集しています

共助のまちづくり
あなたの力をつなげる
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裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号東第49461号）
これより下部には何も記入しないでください。
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施設会員（年額2,000円以上）
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地域団体会員（年額10,000円以上）
企業会員（年額10,000円以上）
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（平成30年度賛助会員会費）
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福祉サービスの利用援助
（基本契約：必須）

日常的な金銭管理サービス
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杉並社協のマスコット
キャラクター「うぇるくん」は

「地域福祉の種」

ウェルカム
ご一緒に（という気持ち）
ウェルカム
ご一緒に（という気持ち）

という３つの想いが
   込められています。

ウェルフェア
（福祉）

ウェルフェア
（福祉）

福祉の
種を植える
福祉の
種を植える

すでに会員になられている方で、会費を
民生委員を通して納入いただいている
方は、これまでどおり、担当民生委員
への納入をお願いいたします。

お
願
い

ささえあい係
ささえあいサービス
　☎ 03（5347）3131
　℻ 03（5347）2061
ファミリーサポートセンター
　☎ 03（5347）1021
　℻ 03（5347）2061

　「きずなサロン」は誰もが気軽に立ち寄れる集いの場です。
　また、立ち上げの支援も行っています。

きずなサロン支援事業

　地域の中で、ささえ・ささえられる関係づくりをすすめる
ために、地域の困りごとを把握し、居場所などの立ち上げを
働きかけ、地域住民が「自分のこと」として「地域の課題」
を共有できるような場面をつくっていきます。

地域支援ネットワークの推進

　などの事業も行っています。

「歳末たすけあい運動募金」

「地域福祉活動費助成金」

「赤い羽根共同募金」

「車いす短期貸出事業」

　判断能力の十分でない高齢者、障害者や重度の身体障害等により外出が困難な方が安心
して地域で暮らせるように、契約により次のような援助を行います。

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
　支援可能な親族がいない高齢者や障害者を対象
に、十分な判断能力があるうちに、急な入院の時
などのいざというときに備えるための事業です。
契約により、見守りサービスや保証機能サービス
等を提供します。（利用対象者の要件があります）

あんしん未来支援事業

　高齢者や障害者、また病弱な方に家
事や介護等のサービスを行います。

ささえあいサービス

※�地域の方に協力会員になっていた
だき、援助を行います。

　所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世
帯に、その世帯の生活の安定を図ることを目的に資金の貸付と必
要な相談支援を行います。
 ☎03（5347）3134　℻ 03（5347）2061

生活福祉資金貸付

　経済的な困りごとと合わせて、生活上でさまざまな不安や課題
を抱えた方の相談窓口です。相談員が一緒に課題を整理し、利用
できる制度のご案内や解決に向けた支援を関係機関と連携しなが
ら行います。

☎03（3391）1751　℻ 03（3391）1752

くらしのサポートステーション ～生活自立支援窓口～

ボランティア活動、地域福祉活動の推進

このまちに安心して住み続けるために

あんしんサポート係　☎03（5347）1020　℻ 03（5347）2061

　個人・団体からボランティアに
関する相談を受け付け、情報提供
や地域資源への橋渡しをしていま
す。講座やイベント等、ボランティ
ア活動のきっかけ作りを行ってい
ます。

ボランティア・コーディネート
　登録団体に印刷機等器材の貸出
を行っています。「ボランティア
保険」、「行事保険」の受付を行っ
ています。

活動のサポート

　大規模な災害が起きた際に、「災
害ボランティアセンター」を設置・
運営します。災害に備え、平時か
ら人材育成や訓練を行っています。

災害ボランティアセンターの
運営 　福祉体験用具の貸出や、ボラン

ティア・福祉に関する出前講座な
どを行っています。また、若い世
代を対象に、「夏のボランティア
体験」を開催しています。

ボランティア体験と
福祉教育の推進

☎03（5347）1017　℻ 03（5347）2063☎03（5347）3939　℻ 03（5347）2063
杉並ボランティアセンター 地域福祉推進係

　地域の中で高齢者やその介護者
を応援する相談窓口です。
　介護・福祉・健康・医療などさ
まざまな面から支援し、住み慣れ
た地域でいきいき生活できるよう
な取り組みを行っています。

杉並社協が受託しているケア24
地域包括支援センター

ケア24 南荻窪
 ☎ 03（5336）3724
 ℻ 03（5336）3727
ケア24 梅里
 ☎ 03（5929）1924
 ℻ 03（5929）1925
ケア24 永福
 ☎ 03（5355）5124
 ℻ 03（5355）5125

ファミリーサポートセンター
　保育園・幼稚園の送迎や預かり等、
子育てのサポートを行います。

地域の皆さまに支えられている杉並社協の主な事業・活動

子ども用の
車イス

地域の皆さまに支えられている杉並社協の主な事業・活動

　「どこに相談したらよいかわからない」「ご近所で気になる人が
いる」等、福祉に関するご相談をお受けしています。
 ☎03（5347）2064　℻ 03（5347）2061

福祉なんでも相談

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、
金額を記入する際は、枠内にはっきりと
記入してください。また、本票を汚した
り、折り曲げたりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局
の払込機能付きＡＴＭでもご利用いただ
けます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便
局の渉外員にお預けになるときは、引換
えに預り証を必ずお受け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただきました
払込書に記載されたおところ、おなまえ
等は、加入者様に通知されます。
・この受領証は、払込みの証拠となるも
のですから大切に保管してください。

課税相当額以上
貼 付

収入印紙

印

杉並区社会福祉協議会 賛助会員会費

会費の納入をもって、入会手続きとさせていただきます。

次の①～③のいずれかの方法で会費を納入してください。入会方法

問 合 せ

切り取り線

切
り
取
り
線

切
り
取
り
線

ご理解・ご協力ありがとうございます。

この場所には、何も記載しないでください。

杉並区社会福祉協議会　経営管理課　管理係
杉並区天沼３-19-16 ウェルファーム杉並 2階
☎　03（5347）1010

①この「払込取扱票」に必要事項（お名前・ご住所・会員種別）
をご記入の上、ゆうちょ銀行または郵便局でお振り込みくださ
い。（振込手数料はかかりません）

②杉並区社会福祉協議会の窓口へお越しください。
　 （開所時間：月～金曜日　午前８時30分から午後５時まで）
③お近くの民生委員・児童委員にお申し出ください。

入会に際し得た個人情報は、当会の事務事業の
範囲で利用させていただきますことをご了承く
ださい。


